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委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  誘導型まちづくり支援業務 

 

２ 履行期間 

  契約日の翌日から令和５年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

  近年，地域経済の再生・育成，人口減少や高齢化等により弱体化した地域コミュニ

ティの再構築など，地域が抱える課題は多様化している。さらに，新型コロナ危機を

契機とする人々の意識や価値観，生活様式の変化・多様化に伴い，まちづくりにおい

ても新たなニーズへの対応が求められている。こうした課題に対しては，地域に関わ

る多様な主体で課題を明確にし，まちのビジョンを共有・実現していくことが必要で

ある。 

  そこで，本業務では「地域主導の誘導型まちづくりの推進」として，活性化等を目

指す地域を対象に，望ましいまちの姿や地域資源の活用等について具体的な検討を行

い，ビジョンやロードマップ，アクションプランの作成，組織体制の整備等を支援す

ることで，自立・自走型のまちづくりを展開し，長期的な視点で地域課題の解決に寄

与する事業者や建築計画を誘導していくことを目的とする。 

 

４ 対象地区 

  本市区域内の１地区 

  伏見稲荷周辺エリア 

 

５ 業務の内容 

  対象地区において，地域の状況を踏まえ，地域のまちづくり活動を行う取組主体や

住民，事業者等と協力しながら，次に掲げる業務を行う。 

⑴ 基礎調査及び分析 

望ましいまちの姿の方向性や地域資源の活用を検討するに当たり，当該地の土地

利用状況に関する統計や歴史文献等の調査，関係者へのヒアリング等によるニーズ

の把握やシーズの掘り起こし等により，地域が有する価値や課題，有効活用の余地

等について，ハードとソフトの両面から情報を整理する。 

また，取組主体に対し，方向性等をまとめていくうえでのファシリテーションや

他都市における事例の紹介等必要な情報を適宜提供するとともに，社会情勢や行政

計画（行財政改革計画「都市の成長戦略」，都市計画マスタープラン，持続可能な都市

構築プラン，商業集積ガイドプラン，景観計画，住宅マスタープラン等）における

当該地の位置付けとまちづくりの方向性との整合性等について助言を行う。 
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 誘導型まちづくりの方向性の検討 

 取組主体のコアメンバーを中心としたワーキング等を開催（ワーキング等の企画

及び運営並びに資料及び議事録の作成を含む。）し，上記⑴の調査内容を基に，当該

地の望ましいまちの姿や地域資源の活用等について具体的な検討を行い，ビジョン

やロードマップ，アクションプラン（社会実験等）の作成等の支援を行う。 

 検討に当たっては，当該地のまちづくりへの貢献が期待される新たなステークホ

ルダー（大学や企業等）の参加を呼び掛けるなど，多様な主体による効果的な議論

を心掛け，支援終了後も多様な主体が自分事として積極的に活動を行うことができ

るよう，「多様な主体の共感を生み出すデザイン」「アクション・ファースト」等に

配慮してビジョンやアクションプランを提案すること。 

  誘導型まちづくりの実現に向けた自立・自走型の取組の検討 

 上記⑵で検討したまちづくりの方向性の実現に向け，地区計画や特別用途地区等

の都市計画手法だけでなく，地域課題の解決に寄与する事業者や建築計画を誘導す

るための効果的なシティプロモーション等の検討を行う。 

 また，活動資金（国の補助金事業等）や人材リソース（専門家派遣制度等）の調

達等，取組主体が継続してまちづくりを推進していくために必要な組織体制の整備

等を提案し，自立・自走型の取組としての展開を支援する。 

  報告書の作成 

 上記⑴～⑶を整理し，報告書として取りまとめる。 

 

６ 実施体制 

 ⑴ 発注者が特別の事情があると認めた場合を除き，本業務に係るプロポーザル方式

による手続において受注者が提出した提案書に記載された実施体制により本業務を

履行すること。 

 ⑵ 本業務に関する統括及び管理を行う管理技術者及び管理技術者の下で担当業務を

行う担当技術者を定め，管理技術者等通知書を発注者に提出すること。 

 ⑶ 本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはな

らない。ただし，あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は，この限りでは

ない。 

 ⑷ 本業務の一部を委任し，又は請け負わせようとするときは，あらかじめ書面によ

り，その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知し，発注者の承諾を得

ること。 

 

７ 業務の実施 

 ⑴ 契約締結後は，速やかに，管理技術者等通知書を提出して監督員からの指示及び

対象地区の説明を受けるとともに，業務に着手すること。 

 ⑵ 対象地区の説明を受けた後は，速やかに業務実施計画書及び業務工程表を作成

し，監督員に提出すること。 
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 ⑶ 業務を適切かつ円滑に実施するため，監督員と常に密接な連絡を取り，業務の実

施方針，条件等について，逐次，打合せ及び協議を行うものとし，その内容及び成

果については，速やかに書面に記録し，その都度，監督員の確認を受けること。 

 ⑷ 業務実施に当たり，必要に応じて，関係官公署等と協議を行うものとし，その内

容及び成果については，速やかに書面に記録し，その都度，監督員に提出するこ

と。 

 

８ 成果物 

 ⑴ 業務報告書                        ２部 

 ⑵ 本業務で取得，利用又は作成した資料            ２部 

 ⑶ 上記⑴及び⑵に係る電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）  一式 

 電子データの提出の際には，国土交通省が公開している電子納品チェックシステ

ムによるチェックを行い，エラーがないことを確認後，ウイルス対策を行い提出す

るものとする。また，電子データは Microsoft Word，Microsoft Excel，Microsoft 

PowerPoint，Adobe Acrobat を基本とする。Adobe Illustrator を使用する場合は，

元データに PDF データを添えて提出することとする。その他のアプリケーションを

用いる場合は，監督員と協議を行う。 

 

９ 検査 

 ⑴ 業務を完了したときは，速やかに完了通知書を提出し，業務を完了した旨を発注

者に通知すること。 

 ⑵ 業務の完了を確認するための検査を行う日時及び場所は，検査員が決定する。 

 ⑶ 受注者は，あらかじめ必要な成果物を整えたうえで，決定された日時及び場所に

おいて，業務の完了を確認するための検査を受けること。 

 ⑷ 検査に合格しないときは，直ちに修補することとし，修補の完了を確認するため

の検査の詳細については，検査員の指示に従うものとする。 

 

10 委託料の支払条件 

  委託料は，次に掲げる条件で支払う。 

 ⑴ 前金払 

   前払金は支払わない。 

 ⑵ 部分払 

   部分払は行わない。 

 ⑶ 完了払 

   業務の完了を確認するための検査に合格し，成果物を引き渡したときは，委託料

の支払を請求することができる。 
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11 書類の提出時期 

  業務の各段階において，次に掲げる書類を速やかに提出すること。 

 ⑴ 契約締結後１４日以内 

  ア 管理技術者等通知書 

  イ 業務実施計画書 

  ウ 業務工程表 

 ⑵ 業務完了後 

  ア 完了通知書 

  イ 納品書 

  ウ 請求書 

 

12 その他 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は，発

注者と協議のうえ，決定するものとする。ただし，協議が整わない場合において

は，発注者が決定するものとする。 

 ⑵ 取組主体の都合や新型コロナウイルス感染症の蔓延等により，上記４の支援が一

時的に停滞する場合は，停滞期間に相当する範囲で他の地区へ支援を行う等，発注

者と受注者で業務内容の変更について協議を行い，支援することとする。また，こ

れに伴い契約変更及び委託料の変更を行う場合がある。 

 ⑶ 監督員は，本業務に係る次に掲げる権限を有するものとし，業務委託契約書に定

めるものの他，本仕様書に定める指示等は，監督員を経由して行うものとする。こ

の場合においては，監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

  ア 発注者が意図する成果物を完成させるための受注者又は管理技術者に対する業

務に関する指示 

  イ 契約及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾

又は回答 

  ウ 契約の履行に関する受注者又は管理技術者との協議 

  エ 業務の進捗の確認，仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状

況の監督 

 

 

※ この仕様書は，公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を行うに当たり提案の 

 募集時において委託を予定している内容であり，契約の締結に際しては，受託候補者の 

 提案内容等を踏まえ，協議のうえ修正を行うことがあります。 


